
 

 

 

一般会員及び会費の額 

別表第１ 

区  分 基準及び会費額 

１ 市町村社会福祉協議会 平成２７年度市町村社会福祉協議会会費を基準に、会費額の約

１割を増額し、増額分は平成２７年度国勢調査速報値に基づく

市町村の人口構成比による市町村社会福祉協議会が按分して負

担する。 

 

秋田市   １，５３４，０００円 

能代市     ３６４，０００円 

横手市     ５８４，０００円 

大館市     ４７３，０００円 

男鹿市     ２３９，０００円 

湯沢市     ３３７，０００円 

鹿角市     ２４２，０００円 

由利本荘市   ５０２，０００円 

潟上市     ２２８，０００円 

大仙市     ５３２，０００円 

北秋田市    ２４４，０００円 

にかほ市    １８９，０００円 

仙北市     ２１１，０００円 

小坂町      ６８，０００円 

上小阿仁村    ４２，０００円 

藤里町      ４８，０００円 

三種町     １５４，０００円 

八峰町      ７６，０００円 

五城目町     ９８，０００円 

八郎潟町     ７０，０００円 

井川町      ６４，０００円 

大潟村      ４４，０００円 

美郷町     １６５，０００円 

羽後町     １２５，０００円 

東成瀬村     ４３，０００円 

 

 

 

  



 

 

 

 

区  分 基準及び会費額 

２ 市町村民生児童委員 

協議会 

５００円に民生委員・児童委員数を乗じて得た額とする 

３ 社会福祉施設 （1）保育所 

定員 会費額 

29人以下 2,000円 

30人～50人 3,000円 

51人～100人 5,000円 

101人～200人 6,000円 

201人～ 7,000円 

へき地保育所 1,500円 
 

（2）老人福祉施設 

定員 会費額 

10人以下 2,000円 

11人～30人 5,000円 

31人～50人 10,000円 

51人～100人 15,000円 

101人～150人 20,000円 

151人～200人 25,000円 

201人～250人 28,000円 

251人～300人 31,000円 

301人～350人 34,000円 

351人～400人 37,000円 

401人以上 40,000円 

同一敷地内（隣接するものを含む）で複数の福祉サービス事業

を行っている場合は、その定員の合計とする。 

 

４ 社会福祉関係団体 1団体 20,000 円とする。 

 

 

  



 

 

 

 

区  分 基準及び会費額 

  （3）障害福祉施設 

定員 会費額 

10人以下 2,000円 

11人～30人 5,000円 

31人～50人 10,000円 

51人～100人 15,000円 

101人～150人 20,000円 

151人～200人 25,000円 

201人～250人 28,000円 

251人～300人 31,000円 

301人～350人 34,000円 

351人～400人 37,000円 

401人以上 40,000円 

同一敷地内（隣接するものを含む）で複数の福祉サービス事業

を行っている場合は、その定員の合計とする。但し、福祉サー

ビス事業の定員において重複定員がある場合は、その定員数を

除くものとする。 

 

（4）児童福祉施設 

定員 会費額 

50人以下   9,000円 

51人～100人   10,000円 

101人～200人   11,000円 

201人～   12,000円 
 

（5）母子生活支援施設 

利用世帯 会費額 

10世帯以下   5,000円 

11世帯～20世帯   6,000円 
 

 

 

  



 

 

 

賛助会員及び会費の額 

 

別表第２ 

区  分 基準及び会費額 

賛助会員 1口 10,000 円とする 

 

 

 


